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平成 27 年 11 月例会：次第（平成 27 年 11 月 28 日開催）

１、会長挨拶

２、報告事項

【会員の状況】 平成 27年 11月

（1） 入会者： なし

   退会者：駒井昇（死亡・駒井眼科院） 高原得栄 ・田中義文（草津総合病院）

        田畑良宏（宮脇病院）

  異 動：河村慧四郎（草津ｹｱｾﾝﾀｰ）⇔ 安田和弘（草津総合病院）

        

（２） 会員の状況（27 年 10 月）

      Ａ会員：135 名、 Ｂ会員：156 名、  合計：291 名

【総 務 部】

（１）平成 27 年 11 月例会時に滋賀県立成人病ｾﾝﾀｰ病院長ミニスピーチされる

（２）平成２７年度第３期の滋賀県医師会および日本医師会の会費について
口座振替ではない会員には請求書を 12 月中旬に送付するので速やかに振り込み願いたい。

口座振替の会員は 12 月 28 日（月）に指定口座から引き落とすのでご了知願いたい。

（３）長期入院者がマイナンバー通知カードを入院先で受け取るに当たっての居所情報の登

録申請が間に合わなかった場合の取扱いについて
本年 10 月 20 日以降、11 月中にマイナンバーを記載した「通知カード」が住民票の所在地

に簡易書留郵便にて送付されるにあたり、一人暮らしの長期入院者などが、本年 9 月 25 日ま

でを申請期限として居所情報の登録申請を行うことにより入院先において「通知カード」を受

け取ることが可能であるとの通知が去る 8月 10 日付で発出されていた。

当該申請が間に合わなかった者について、受取ることが出来なかった「通知カード」は市町村

に返戻され一定期間保管されることとなるが、上記の申請期限を過ぎた後でも住民票のある市

町村に居所情報登録をすることにより、通知カードの再送が可能となったとの連絡があったの

で、了知願いたい。

※長期入院者の居所情報登録に関する問合せ先：厚生労働省医政局総務課 TEL03-3595-2189

（４）消防法施行令の一部改正における病院・有床診療所と住宅が同一建物の場合のスプリ

ンクラー設備等の設置について
表記について住宅部分へのスプリンクラー設備の設置を要しないとした場合には、延べ面積

から、「総務省令で定める部分」の他に当該住宅部分の面積を除いた面積が１０００㎡未満で

あれば、特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置が認められるとの考え方が示された。

（基準面積に住宅部分の面積は含めなくてよい）

また、屋内消火栓設備の設置基準の考え方についても、住宅部分の面積を基準面積に算入しな

くてよいとされている。（水道連結型スプリンクラー設備を設置する場合には、屋内消火栓設備

の設置は不要。ただし７００㎡以上の木造等は除く。）

詳細については下記を参照

https://www.pref.saitama.lg.jp/b0703/documents/syoubouhousikourei.pdf

（５）草津市交流センター建設の延長（一年）について（総務資料 1）

（６）「第４回滋賀県女性医師交流会」の開催について（総務資料 2）

（７）平成 27 年度草津市児童虐待防止啓発研修会の開催について（総務資料 3）
  11 月 30 日（月）14:30～16:30 草津市役所８階大会議室（受付開始 14:00～）

（８）死体検案における遺族等への検案料等の請求について（総務資料 4）
   平成２８年度死体検案「初級」研修会の開催について

来年度、各地域医師会で研修会を開催する。開催予定日（2候補日）を県医師会へ報告

内容は死亡診断書（死体検案書）の記入上の注意や、検案に係る基礎知識に関する事項等

講師は滋賀医科大学法医学講座 教授 一杉正仁 先生

各郡市医師会にて調整のうえ日程を決める
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（９）滋賀県医師会新春懇談会の開催について（総務資料 5）
   日時：平成 28 年 1 月 14日（木）琵琶湖ホテル

     14:30～16:00  滋賀県医師会地域職域医師会会長会議

     16:00～17:00  滋賀県医師連盟代表者会

     17:00～19:00 新春懇談会

（10）独立行政法人福祉医療機構医療貸付事業個別融資相談会の開催について（総務資料 6）
下記の日程により、融資相談会が行われるので、参加を希望する場合は FAX にて事前に申込み

が必要とのことである。

於：近畿ブロック（大阪市）独立行政法人福祉医療機構 大阪支店

   大阪市中央区南本町 3-6-14 イトウビル 3Ｆ 電話 06-6252-0219 FAX06-6252-0240

   平成 28 年 1 月 18日（月）10：00〜17：00

   平成 28 年 1 月 19日（火）10：00〜17：00

※申込み用紙は、資料裏面を使用してください。

（11）滋賀県医師会代議員会・人権学習会・受賞者顕彰会の開催について
   日時：平成 27 年 12 月 3日（木）琵琶湖ホテル

     14:30～16:00  第 205 回臨時代議員会  3 階「瑠璃」

     16:00～17:00  人権学習会 3階「瑠璃」参加者全員受講願います

     17:30～    受賞者顕彰会 2階「ローズ」

（12）滋賀県医師会の 11 月以降の講演会・研修会等の予定表について（予定表）

（13）草津市人権啓発冊子の送付（草津市のみ）について（冊子）

（14）第７回研修医および若手医師のためのフォーラム開催について(チラシ)

（15）滋賀ハートリズムプロジェクト（県民公開講座）について(チラシ)

（16）（公）滋賀県臨床検査技師会 11～12 月研修会の案内について(チラシ)

（17）年末交通安全県民運動について 12/1～12/31 (チラシ)

（18）TPP から地域・くらしを守るつどい in 滋賀の開催について（チラシ）

（19）滋賀の医療福祉を守り育てる県民フォーラム（チラシ）

（20）「児童虐待防止推進月間」における啓発ポスター送付について（ポスター)

（21）県立成人病ｾﾝﾀｰ 第 73 回がん診療ｾﾐﾅｰの開催について(チラシ)

【学 術 部】

［医療安全］

（１）健康被害救済制度について
健康被害救済制度は、医薬品医療機器総合機構法に基づく公的制度として、医薬品の副作用等

により入院が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療

手当、障害年金などの給付を行っている。医薬品の副作用等で健康被害に遭われた方が適切に救

済給付を受けるためには制度を認知していただく必要があるので、ご理解いただきたい。

なお、毎年 10月 17 日から 23 日の「薬と健康の週間」を中心に 12月までの約 3か月間を「救

済制度集中広報期間」として、国民及び医療関係者の認知度向上を目的としたキャンペーンを展

開しているところであるが、本年度も全国の新聞への広告掲載やテレビスポット CM、Web 広告等

の広報を実施するのでご了知願いたい。

（２）医療事故情報収集等事業医療安全情報 No.107「電気メスによる薬剤の引火」について
電気メスを使用したことにより、薬剤に引火した事例が 8例報告されている。薬剤は全てエタ

ノールを含む消毒剤であった（集計期間：2009 年 8月～2015 年 7 月）。

つきましては、引火性のある消毒剤があることを注意徹底いただくとともに、事例が発生した

医療機関の取り組みを以下のとおりお知らせするので、参考にしていただきたい。

①消毒剤のボトルに「火気厳禁（電気メス使用注意）」のシールを貼付し、注意喚起する。

②垂れた消毒剤を吸収させたパッドは、覆布をかける前に取り除く。

詳細は、日本医療機能評価機構 HP「医療事故情報収集等事業」

  http://www.med-safe.jp/contents/info/

（３）医薬品・医療機器等安全性情報第 327 号について
    （日医雑誌 平成 27 年 11 月号掲載予定）

  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/iyaku/index.html
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  〔掲載内容〕

  １．酵素電極法を用いた血糖測定器等の使用について

測定原理として酵素電極法を用いた血糖測定器等において、血中のヨウ素イオン濃度の影

響を受けるという知見が得られたことと、患者の皮膚に残留したヨウ素系消毒剤が採血中に

混入したことによって偽高値となったと推察された症例について報告があったことから、採

血方法等の注意喚起を行うため、使用上の注意の改定が行われた。

ついては、医療機関におかれては、ヨウ素を含む外用薬を使用した部位からの採血は避け

ていただくとともに、何らかの事情で測定する検体にヨウ化物イオンを浮離するような物質

が存在している場合には、測定結果が偽高値を示す可能性があることに留意願いたい。

２.医療事故の再発・類似事例に係る注意喚起について

＜主な再発事例＞

①PTP 包装シートの誤飲

②インスリン投与単位間違い

③医薬品：散剤の製剤総量と有効成分の量の処方間違い、カリウム製剤の投与方法間違い（誤

ってワンショット静注）、立位でグリセリン浣腸を行ったことによる直腸損傷

④医療機器：MRI 検査時の金属吸着、電気メス先端部等の発熱による熱傷、経鼻栄養チュー

ブの誤挿入、チューブ・ラインの抜去、長期留置及び物理的負荷による皮下用カテーテ

ルの断裂

医療機関におかれては、今一度施設内での管理体制等を再確認いただくとともに患者家族

への指導を行う上での参考にしていただきたい。また、上記以外にも注意すべき事例につ

いて PDMA 医療安全情報にて紹介しているので合わせて参考にしてください。

３.重要な副作用等に関する情報

（1）アスナプレビル、ダクタラスビル塩酸塩

（2）アマンタジン塩酸塩

（3）ニボルマブ（遺伝子組換え）

（4）ナトリウム・グルコース共輸送体 2（SGLT2）阻害剤

４．使用上の注意の改訂について（その 268）

  フィンボリモド塩酸塩、アジスロマイシン水和物

５．市販直後調査の対象品目一覧

（４）医療事故情報収集等事業 第 42 回報告書について
   日本医療機能評価機構は、平成 16 年 10月から、医療機関から報告された医療事故情報等を

収集、分析し、その分析結果を定期的な報告書として提供することにより、広く医療機関が医

療安全対策に有用な情報を共有するとともに、国民に対して情報を提供することを通じて、医

療安全対策の一層の推進を図ることを目的として実施しており、今般、第 42 回報告書が公表

された。

   ついては、同様の事例の再発防止及び発生の未然防止のため、本報告書をご活用願いたい。

http://www.med-safe.jp/contents/report/

（５）医薬品の「使用上の注意」の改訂について 【日医常任理事通知（法安 115）】

      下記医薬品の使用上の注意事項が改訂された。詳細は、医薬品医療機器総合機構「ＰＭＤＡ

医療安全情報」のページに掲載されているのでご確認いただきたい。

http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/revision-of

-precautions/0293.html

☆平成 27 年 10 月 20 日付け

①ガランタミン臭化水素酸塩②酸化マグネシウム③デュタステリド④セフトリアキソン

ナトリウム水和物⑤ロキシスロマイシン⑥アスナプレビル､ダクラタスビル塩酸塩

[生涯教育]

（１）草津栗東医師会 11 月例会時学術講演会の開催について
   日時：27 年 11 月 28 日（土）17:00～18:00 後、情報交換会あります

会場：ホテルボストンプラザ草津 ３階ﾘﾝｶｰﾝﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ

演題：「抗凝固薬の現状と展望」

講師：伊藤内科クリニック 院長 伊藤 誠 先生

（２）草津栗東医師会 12 月例会時学術講演会の開催について
   日時：27 年 12 月 26 日（土）17:00～18:00 後、情報交換会あります

会場：ホテルボストンプラザ草津 ３階ﾘﾝｶｰﾝﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ
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演題：「泌尿器科疾患の最近の話題～過活動膀胱と前立腺がんについて～」

講師：滋賀医科大学泌尿器科学講座 教授 河内 明宏 先生

（３）平成 26 年度日本医師会生涯教育制度学習単位取得証の送付について（取得証）

【保 険 部】
≪保険関係連絡事項≫

（１）使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 【日医発第 670 号（保 118）】

    （概要は県医師会報 11 月号「保険」のページに掲載済）（詳細は日医雑誌 12 月号参照）

   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」のコ

ーナーに掲載済

     http://www1.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku

（２）シプロキサン注 200mg の医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事

項について 【日医発第 667 号（保 115）】

    （概要は県医師会報 11 月号「保険」のページ P.28～P.29に掲載済）

   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」のコ

ーナーに掲載済

     http://www1.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku

（３）ザガーロカプセル 0.1mg 及び同 0.5mg の医薬品医療機器等法上の承認に伴うアボル

ブカプセル 0.5mg の留意事項について 【日医発第 669 号（保 117）】

    （概要は県医師会報 11 月号「保険」のページ P.30 に掲載済）

   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」のコ

ーナーに掲載済

     http://www1.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku

（４）公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変

更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて 【日医発第 668 号（保 116）】

    （概要は県医師会報 11 月号「保険」のページ P.30 に掲載済）

   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」のコ

ーナーに掲載済

     http://www1.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku

（５）材料価格基準の一部改正等について 【日医発第 671 号（保 119）】

  （新たに機能区分及び保険償還価格が設定された医療機器等−平成 27 年 10 月 1 日適用−）

    （詳細は日医ホームページまたは日医雑誌 12 月号参照）

   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「新たに保険適用が認められた検

査・医療機器等」のコーナーに掲載済

     http://www1.med.or.jp/japanese/members/iryo/tekiyo

（６）検査料の点数の取扱いについて

    （新たに保険適用が認められた検査−平成 27年 11 月 1日適用−）

    （県医師会報 12 月号「保険」のページ掲載予定）（日医雑誌平成 28 年１月号掲載予定）

   ※厚生労働省ホームページに掲載済

     http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T151102S0030.pdf

   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「新たに保険適用が認められた検査・

医療機器等」のコーナーに掲載される予定

     http://www1.med.or.jp/japanese/members/iryo/tekiyo

（７） 医療機器の保険適用について（10 月１日保険適用分）及び「医療機器の保険適用

について」の一部訂正について 【日医発第 672 号（保 120）】【日医事務連絡（保 121）】

（８）共済組合員証の無効について

①厚生労働省共済組合和歌山労働局支部（保険者番号31300106）

  記号・番号 無効年月日   無効事由       備 考
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   2201203   H27.10.22   遺失のため ・組合員はS54.7.13生まれ

    （県医師会報 11 月号「保険」のページ P.31に掲載済）

（９）予防接種の費用の取扱い、および抗インフルエンザ薬を予防目的で投与する際の留

意点について

    （県医師会報 11 月号「保険」のページ P.32に掲載済）

（10）年末年始に係る長期投与について

    （県医師会報 11 月号「保険」のページ P.32に掲載済）

・長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認められるときは、１回 14 日分

を限度とされている内服薬又は外用薬についても、旅程その他の事情を考慮し、必要最小限

の範囲において、１回 30 日分を限度として投与して差し支えない、とされている

   ・「長期の旅行等特殊の事情」とは①年末年始、②連休（ゴールデンウィークに限る）、③海

外への渡航（国内長期旅行は認められない）を指す

【公衆衛生部】

［地域保健］

（１）感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの感染予防対策の啓発について
本年秋以降発生している感染性胃腸炎集団感染事例では、これまでの検出例の少ない遺伝子型

（ＧⅡ.17）のノロウイルスがほとんどであり、今シーズンの感染性胃腸炎についてノロウイル

スによるものでは同型が主流となる見通しであり、流行が拡大する可能性があるとしている。さ

らに、現在市中で使用されるノロウイルス迅速診断検査キット（IC キット）による検出感度が

低いことが報告されており、感染予防対策の遅れにつながる恐れがあると指摘されている。ノロ

ウイルスによる感染性胃腸炎が急増するシーズンに備え「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」や、「ノ

ロウイルス等の食中毒予防するための適切な手洗い」等を参考に、感染予防啓発に努めていただ

きたい。

厚生労働省 HP

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/norovirus/

（２）クアトロバック皮下注シリンジについて
標記については、一般財団法人化学及血清療法研究所【化血研】が製造するインフルエンザワ

クチン（インフルエンザＨＡワクチン`化血研`）の出荷差し控え、ならびに出荷自粛要請の解除

については、10 月 15日付文書（地Ⅲ135）、および 21日付け文書で連絡をしているところである

が同社が製造する沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチン

「クアトロバック皮下注シリンジ」は、インフルエンザＨＡワクチン“`化血研”と同様、薬事

承認書と製造実態に齟齬があり、また、当該報告が厚生労働省に適切に行われなかったため、出

荷を自粛している状況である。

今後供給が著しく不足することが見込まれるため、日本医師会では、各機関に迅速に安全性・

有効性の確認を行うとともに的確に情報提供を行うことを強く要請する次第である。

（３）乾燥弱毒性麻しん風しん混合ワクチンの製造販売会社による自主回収への対応につい

   て
『はしか風しん混合生ワクチン「北里第一三共」』並びに『はしか生ワクチン「北里第一三共」』

において、同社内における定期安定性モニタリングの結果、特定の製造番号品において、麻しん

ウイルスの力価が有効期限内に承認規格を下回る可能性があることが判明した。このことから、

同製造番号品について自主回収される見込みとなり、ワクチンの偏在等により供給不足が懸念さ

れることから、他の製造販売業者に対して予定前倒しの出荷及び増産の対応を依頼するとともに

北里第一三共によれば、有効性、安全性に特段の懸念は生じていないとするものの、有効性に不

安を感じられ、抗体価測定を希望された場合の抗体検査費用（実費）追加接種が必要とされた方

に対する追加接種費用（実費）については、北里第一三共が負担するとしている。

  詳細は、厚生労働省 予防接種 麻しん・風しん

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansensh

ou/kekkaku-kansenshou21/index.html

北里第一三共ワクチン株式会社 HP

http://www.daiichisankyo-kv.co.jp/
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※適宜更新される予定とされているので、ご確認いただきたい。

（４）今冬のインフルエンザ総合対策の推進について
近年、学校や高齢者施設における集団感染、高齢者の死亡等の問題が指摘され、その発生の予

防とまん延の防止が重要な課題となっている。今般、厚生労働省がこの冬のインフルエンザの流

行に備え、「平成 27 年度今冬のインフルエンザ総合対策」を取りまとめ、併せて「平成 27 年度

インフルエンザＱ＆Ａ」を作成したとのことであるので、ご了知願いたい。

詳細については、厚生労働省 HP インフルエンザ総合ページ参照

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansensho

u/infulenza/index.html

【小児保健部】
［学校保健］

（１）平成 27 年度 乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化月間の実施について
本件は、乳幼児突然死症候群（SIDS）の発生の低減を図るため、11 月を乳幼児突然死症候

群（SIDS）対策強化月間として関係機関ならびに関係団体において各種の普及啓発活動を行

うなどその予防に関する取組の推進をはかるものであるので、ご協力願いたい。併せて平成

24 年 10 月に改訂された「乳幼児突然死症候群（SIDS）診断ガイドライン(第 2 版)」の内容

の周知・普及にも十分ご留意願いたい。また、検案を行う際は、乳幼児突然死症候群（SIDS）

と虐待や窒息事故とを鑑別するために、的確な対応を行うとともに、必要に応じて、保護者

に対し解剖を受けることを進めるよう、ご配慮願いたい。

厚生労働省 HP 普及啓発用ポスター・リーフレット掲載

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101529.html

（２）平成 27 年度滋賀県医師会学校保健学校医研修会の開催について（小児保健資料 1）
   日時: 28 年 2 月 25日 ピアザ淡海207 号室（14:30～16:30）にて開催

     仮題：「側弯症と運動器検診」

     講師：名城病院脊椎脊髄ｾﾝﾀｰ長 川上紀明 先生

【産業保健部】

（１）産業医の選任の改善について
標記については、今般、厚生労働省より日本医師会を経て周知・協力依頼があったので通知

連絡するものである。

本件は、今まで、産業医として選任できる者の事業場等における役職について、労働安全衛

生法または同規則で制限は設けられていないため、企業の代表取締役、医療法人の理事長、病

院の院長等が産業医を兼務している事例がみられ、事業者を代表する者や事業場においてその

事業の実施を総括管理する者が、産業医を兼務した場合、労働者の健康管理よりも事業経営上

の利益を優先する観点から、産業医としての職務が適切に遂行されない恐れも考えられること

から、次の者を産業医として選出している場合は、早期に改善するよう求めているものである。

①法人の代表者又は事業経営主（事業者の代表者）

  例）代表取締役、医療法人又は社会福祉法人の理事長

②事業場においてその事業の実施を総括管理する者（事業場代表者）

  例）病院又は診療所の院長、老人福祉施設の施設長

なお、平成 28年 4月に省令の改正を行い、平成 29年 4 月から施行される予定とのことであ

る。今後、施行までに 1年 5ヶ月ほどあるが、病院長や理事長が産業医を兼務している医療機

関等の場合は、早期に改善が求められているのでご了知いただきたい。

（２）改正労働安全衛生法に基づく、ストレスチエック制度について

平成 26 年 6 月 25 日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチ

ェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設された。今回新たに導入されるストレスチ

ェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知

して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減

させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、

職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものを低減させるものであり、さらに
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その中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につ

なげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組である。（平成 27 年 12 月

1日施行）

  内容については、滋賀県医師会報11 月号今月のことば、及び厚生労働省 HP を参照。

URL http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html#head-3 参照

４、平成 27 年 12 月の日程
  12 月理事会 :12 月 19 日（土）15:30～   草津栗東医師会会議室

  12 月 例 会     :12 月 26 日 (土) 15:30～   ﾎﾃﾙﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ草津 3階会議室

学術講演会  ：12月 26 日（土）17:00～    ﾎﾃﾙﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ草津 3階会議室

５、医協連絡事項

最新医療機器情報カタログ「ＭＥガイド第 14 号」のご案内

全国の医師協同組合が連携した最新医療機器総合カタログを 11 月中旬以降にお送りしておりま

す。医療機器の買い替え、新規購入をお考えの際は「ＭＥガイド」をご覧いただき、各種デモ・お

見積りの第一報をお願いいたします。

また、今回は京都府保健事業協同組合と連携した「エコー共同購入キャンペーン」のご案内を同

封しております。医協ならではの有利な購入方法と併せてこの機会にご購入をご検討ください。キ

ャンペーン期間は平成 28 年 3 月末までとなっております。なお今回のキャンペーンについては提携

業者が窓口として迅速に対応させていただきます。詳しくは事務局までお問い合わせください。

「生命保険の団体扱い制度」のご案内

当組合ではスケールメリットを活かした「生命保険の団体扱い制度」を行っております。

現在ご加入の生命保険料を当組合のご登録口座よりお引落しさせて頂くだけで保険料の割引が適用

できる制度です。

この度、新たに三井住友海上あいおい生命（旧三井住友海上きらめき生命契約含む）の取扱いが

出来るようになりましたので保険契約のある方は事務局までお問い合わせください。

保険種類により諸条件等がございますので、ご利用の際はお問い合わせください。

【団体扱い可能保険会社】

日本生命 第一生命 明治安田生命

住友生命 三井生命 富国生命

ジブラルタ生命 メットライフ生命 朝日生命

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命 アメリカンファミリー生命

東京海上日動あんしん生命 三井住友海上あいおい生命










































































